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支出科目

燃料費

使用料及
び賃借料

委託料

負担金

その他

摘要

競技用具、ビブス・ゼッケン

医療・医薬品（コールドスプレー、湿布、テーピング、テープ）

熱中症予防のための水、ミネラルウォーター、お茶、スポーツドリンク（粉末タイプも含む）
競技力向上のためのプロテイン
疲労回復を促進するアミノ酸
※遠征や合宿先における夕食・朝食費は、「２　宿泊費の補助における事業報告、及び宿泊に係る夕
食・朝食費の調整額」のとおり

消耗品費等の補助対象経費の内訳表（令和２年度）　　　　　　　　　　

DVD、フラッシュメモリーなど記憶媒体

上記以外に、三重県競技力向上対策本部事務局が事業の実施に必要と認めた経費

大会参加料・エントリー代

消耗品費

※取得価格
が1品あた
り5万円未
満のもの

（注）消耗品費とは、強化練習・強化合宿等において、物品を購入することにより競技力の向上が合理
的・医科学的に説明ができるものであり、個人の専用物品とならないものとする。

遠征等による車使用に伴うガソリン代

トレーナー・講師等派遣を業者発注したことによる経費
※トレーナー・講師等に対し、その報酬を直接支払う場合は、「報償費」・「旅費」による支出とす
る。

グランド・体育館等の会場使用料・施設利用料、競技用具など荷物運搬費用・輸送費用・レンタカー
代、合宿先・宿泊施設に係る寝具（ふとん等）賃借料
※ETC（高速・有料道路利用料）、遠征等の借り上げバス費用、有料駐車場利用料は、「旅費」により支
出

※ 振込手数料や代引手数料は対象外です。
※ 消耗品等の購入に伴う送料は対象外です。


